
 

 

令和６年度第１回鮫川村地域公共交通協議会 

日時：令和６年４月２３日（火） 

                     １３:１５～ 

場所：鮫川村役場・正庁     

 

進行：室長 

≪ 次   第 ≫ 

１．開    会 

２．委嘱状の交付 

３．村長あいさつ 

４．会長あいさつ 

５．鮫川村地域公共交通協議会内規について 

６．委員自己紹介 

７．協    議 

  議案第１号 役員改選について 

 

    副会長             

 

    監査員                         

 

  報告第１号 令和５年度事業報告について 

  報告第２号 令和５年度収支決算報告及び監査報告について 

  報告第３号 令和５年度デマンド交通実証事業結果及び 

共創・Ｍaas実証プロジェクト申請について 

議案第２号 令和６年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

  議案第３号 鮫川村地域公共交通協議会補助金等交付申請書について 

  そ の 他 次回開催日程 

         令和６年  月  日（ ）   時～ 

８．そ の 他 

９．閉    会 

  



 

 

令和６年度 鮫川村地域公共交通協議会委員名簿 

 所属 職名 氏名 選出区分 

１ 鮫川村 副村長 鈴木 大介 鮫川村長またはその指名する者 

２ 福島交通株式会社石川営業所 所長 本柳 靖二 一般乗合旅客自動車運送事業者 

３ 公益社団法人福島県バス協会 専務理事 宍戸 紳一郎 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体  

４ 一般社団法人福島県タクシー協会 県南支部長 鈴木 岳 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体  

５ 東北運輸局福島運輸支局 企画調整部門首席運輸企画専門官 黒田 雅樹 福島運輸支局長またはその指名する者 

６ 福島県県南地方振興局 県民環境部副部長兼県民生活課長 鈴木 真徳 福島県の行政機関の職員（都道府県） 

７ 棚倉警察署 地域交通課長 新川 克己 福島県の行政機関の職員（都道府県警察）  

８ 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所  調査課長 高橋 智巳 福島県の行政機関の職員（道路管理者） 

９ 福島県棚倉土木事務所 所長 佐藤 和志 福島県の行政機関の職員（道路管理者） 

10 私鉄福島交通労働組合棚倉分会  会長 高橋 政廣 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者 

11 鮫川運送㈱ 社長 芳賀 篤徳 鮫川村長またはその指名する者 

12 ㈱あんしん（介護タクシー） 社長 森 正紀 鮫川村長またはその指名する者 

13 鮫川村商工会 会長 前田 勝之 鮫川村長またはその指名する者 

14 鮫川村商工会 女性部長 我妻 久美子 鮫川村長またはその指名する者 

15 社会福祉協議会 事務局長 舟木 正博 鮫川村長またはその指名する者 

16 地域包括支援センター ケアマネジャー 藤元 良子 鮫川村長またはその指名する者 

17 鮫川村区長会 赤坂西野区長 石井 哲 住民または利用者の代表 

18 鮫川村老人クラブ連合会 会長 前田 三郎 住民または利用者の代表 

19 福島県修明高等学校 校長 阿部 拓広 住民または利用者の代表 

20 学校法人石川高等学校 教頭 矢吹 靖弘 住民または利用者の代表 

21 社会福祉法人鮫川福祉会鮫川たんぽぽの家  施設長 江尻 勝巳 住民または利用者の代表 

22 鮫川村連合 PTA 会長 関根 巨樹 住民または利用者の代表 

23 鮫川村連合 PTA 副会長 澤村 龍太 住民または利用者の代表 

 

オブザーバー 

24 総務課 課長 矢吹 かおり 

25 住民福祉課 課長 齋藤 利己 

26 農林商工課 課長 我妻 正紀 

27 地域整備課 課長 鈴木 隆寛 

28 教育課 課長 渡邊 敬 

29 こどもセンター 副主幹兼事務長 長久保 仁一 

 

 



 

 

事務局 

30 村づくり推進室長 事務局員 船木 博枝 

31 村づくり推進室村づくり推進係長 事務局員 矢吹 直美 

32 村づくり推進室村づくり推進係主任主事 事務局員 佐藤 雄大 

33 村づくり推進室村づくり推進係主事 事務局員 薄葉 楓花 

 

  



 

 

鮫川村地域公共交通協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年５月２５日法

律第５９号以下「再生法」という。）に基づき、地域公共交通について総合的に検討し、

最適な公共交通のあり方について合意形成、計画策定及び連絡調整を行うとともに、道路

運送法（昭和２６年法律第１８３号以下「運送法」という。）の規定に基づき、地域にお

ける需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他の旅客の利便の増

進を図るため必要となる事項の協議を行うことを目的とする。 

（名称） 

第２条 この会の名称は、鮫川村地域公共交通協議会（以下「協議会」という。）とする。 

（事務所） 

第３条 協議会の事務所は、鮫川村大字赤坂中野字新宿 39番地 5 鮫川村役場内に置く。 

（協議事項） 

第４条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、関係する事業を実施する。 

（１） 再生法第５条に規定する公共交通計画（以下「計画」という。）の策定及び変更

に関すること。 

（２） 計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

（３） 計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

（４） 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること。 

（５） 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。 

（６） その他協議会が必要と認めること。 

（委員） 

第５条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。 

（１） 村長または村長が指名する者 

（２） 関係する交通事業者、交通事業者が組織する団体 

（３） 道路管理者 

（４） 東北運輸局福島運輸支局長が指名する者 

（５） 住民または旅客 

（６） 学識経験者など、その他協議会が必要と認める者 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員により新たに委員となった者の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げない。 

 

 



 

 

（役員） 

第７条 協議会に、次の役員を置く。 

（１） 会 長 １名 

（２） 副会長 １名 

（３） 監査員 ２名 

２ 会長は、鮫川村副村長をもって充てる。 

３ 副会長は、委員の中から会長が指名する。 

４ 監査員は、委員の互選により選任する。 

（役員の職務） 

第８条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務

を代理する。 

３ 監査員は、協議会の会計を監査し、その結果を協議会の会議において報告する。 

（会議の運営等） 

第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合は、代理人を出席させることができることとし、

代理人の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

４ 会議の決議方法は、出席委員の過半数の賛同をもって決定することとする。ただし、可

否同数の場合は、議長の決するところによる。 

５ 会議は、委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。 

６ 会議で決議した事項について、委員は、その結果を尊重しなければならない。 

７ 会議は、原則公開で行う。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営

に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。会議に関する情

報は、鮫川村のホームページ等を利用して公表する。 

（協議結果の尊重義務） 

第１０条 協議会で協議の整った事項については、委員は、その結果を尊重しなければなら

ない。 

（事務局） 

第１１条 協議会は、協議会の運営に関する事務を行うため、企画担当課内に事務局を置く。 

２ 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

（経費） 

第１２条 協議会の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。 

（財務） 

第１３条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとす

る。 



 

 

２ 各会計年度における歳出は、その年度の収入をもって、これに充てなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事

項は、会長が別に定める。 

（報償及び費用弁償） 

第１４条 報償及び費用弁償の額及び支給方法等は、会長が別に定める。 

（協議会解散の場合の措置） 

第１５条 協議会の決議に基づいて解散する場合は、委員総数の４分の３以上の同意を得

なければならない。 

２ 協議会が解散した場合は、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長が精算す

る。 

（要綱の変更等） 

第１６条 この要綱を変更するときは、協議会の承認を得なければならない。 

２ この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定

める。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年３月３日から施行する。 

２ この要綱により最初に委員となった者の任期は、第６条第１項の規定にかかわらず、令

和６年３月３１日までとする。 

３ 協議会設立に係る報償は鮫川村が支給する。 

４ 鮫川村地域公共交通会議設置要綱（平成２０年要綱）は、廃止する。 

  



 

 

鮫川村地域公共交通協議会委員の報償及び費用弁償に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規定は、鮫川村地域公共交通協議会設置要綱第１３条第２項の規定に基づき、

鮫川村地域公共交通協議会の委員（以下「協議会委員」という。）の報償及び費用弁償に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（報償） 

第２条 協議会の委員の報償は、日額３，０００円とする。ただし公務員の選出委員につい

ては、これを支給しない。 

（費用弁償） 

第３条 前条のただし書き規程以外の委員が会務のため旅行したときは、その旅行につい

て費用弁償として旅費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は、鮫川村の例による。 

（補足） 

第４条 この規定に定めるもののほか、協議会委員の報償及び費用弁償に関し必要な事項

は、会長が定める。 

 

 附 則 

この規定は、令和４年３月１７日から施行する。 

  



 

 

鮫川村地域公共交通協議会財務規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、鮫川村地域公共交通協議会設置要綱（以下「要綱」という。）第１３

条の規定に基づき、鮫川村地域公共交通協議会（以下「交通協議会」という。）の財務に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（予算） 

第２条 交通協議会の予算は、鮫川村からの負担金、国の補助金、繰越金及びその他の収入

を歳入とし、交通協議会の運営及び事業に係る経費を歳出とする。 

２ 交通協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 

３ 交通協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度の予算を調製し、交通協議会

に諮るものとする。 

４ 会長は、前項の規定により、予算が交通協議会の承認を得たときは、当該予算書の写し

を速やかに鮫川村長に送付しなければならない。 

（予算の補正） 

第３条 会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたときは、これを

調製し、速やかに交通協議会に諮るものとする。 

２ 前項の既定により、補正予算が交通協議会の承認を得たときには、前条第４項の規定を

準用する。 

（予算の区分） 

第４条 歳入予算の款、項及び目の区分は別表第１のとおりとする。 

２ 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第２のとおりとする。 

３ 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第１及び別表第２に定める以

外の項及び目を定めることができる。 

（予算の流用及び予備費の充用） 

第５条 会長は、歳出予算の流用をしたとき、又は予備費の充用をしたときは、直後の交通

協議会においてこれを報告しなければならない。 

（出納及び現金等の保管） 

第６条 交通協議会の出納は会長が行う。 

２ 交通協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。 

（交通協議会出納員） 

第７条 会長は、交通協議会の事務局職員のうちから交通協議会出納員を命ずることがで

きる。 

２ 交通協議会出納員は、会長の命を受けて、交通協議会の出納その他会計事務をつかさど

る。 

 

 



 

 

（収入及び支出の手続） 

第８条 交通協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、鮫川村の例により行うものと

する。 

２ 交通協議会の出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 

（１）予算整理簿 

（２）前号に掲げるもののほか、必要な簿冊 

（決算等） 

第９条 会長は、毎年度終了後、遅滞なく交通協議会の決算を調製し、交通協議会の承認を

受けるものとする。 

２ 会長は、前項の承認を得るにあたっては、要綱第６条に規定する監査を受け、その結果

を添えなければならない。 

３ 会長は、第１項の規定により交通協議会の承認を得たときは、当該決算書の写しを速や

かに鮫川村長に送付しなければならない。 

（その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、会長が交

通協議会に諮り定める。 

附 則 

この規程は、令和４年３月１７日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年２月２１日から施行する。 

 

別表第１（第４条第１項） 

款 項 目 

１ 分担金及び負担金 １ 負担金 １ 負担金 

２ 国庫補助金 １ 国庫補助金 １ 国庫補助金 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 

４ 諸収入 
１ 預金利子 １ 預金利子 

２ 雑入 １ 雑入 

別表第２（第４条第２項） 

款 項 目 

１ 総務費 １ 総務管理費 
１ 会議費 

２ 事務費 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 

３ 償還金 １ 償還金 １ 償還金 

４ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 

 



 

 

報告第１号 

令和５年度鮫川村地域公共交通協議会事業実施報告書 

  

日 程 事業内容 備 考 

令和５年 

５月１６日 

第１回地域公共交通協議会 

 令和４年度事業計画並びに予算について 

 令和５年度事業計画並びに予算について 

 令和５年度度地域公共交通協議会実施スケジュール 

について 

 業務委託契約について 

 補助金の申請について 

 

７月 ５日 第２回地域公共交通協議会 

 デマンド交通業務委託者の決定について 

 福島県地域公共交通活性化補助金交付決定について 

デマンド交通実証運行計画について 

 

８月３０日 第３回地域公共交通協議会（書面決議） 

 村営バスの自家用有償旅客運送の更新登録について 

 

９月１４日 第４回地域公共交通協議会 

 デマンド交通の意向確認状況並びに村外乗り入れ先 

協議会との協議状況について 

デマンド交通実証運行計画並びに運行業者選定 

令和５年度収支予算変更について 

効果検証方法（アンケート調査）について 

自家用車有償旅客運送の追加申請について 

 

１１月１３日 デマンド交通実証運行出発式及び試乗会  

令和６年 

１月２４日 

第５回地域公共交通協議会 

 令和５年度デマンド交通実証運行利用状況について 

 令和６年度域公共交通計画の評価検証 

 令和５年度決算予算報告 

 令和６年度事業計画並びに予算について 

 

 



 

 

令和５年度鮫川村地域公共交通協議会収支決算書 
収入総額   １３，２７４，０９８円 

支出総額   １３，０３９，３６８円 

差引残額      ２３４，７３０円 

１ 収入の部                                                 単位：円 

款 項 目 当初予算額 補正額 現予算額 決算額 収入欠損額 説   明 
１ 分担金 

及び負担金 
１ 負担金 １ 負担金 19,000,000 △9,175,000 9,825,000 9,825,000 0 運行主体の変更による減額 

２ 国及び 

県補助金 

１ 国及び 

県補助金 

１ 国及び 

県補助金 
3,413,032 0 3,413,032 3,413,032 0 

国補助金  1,631,600円 

県補助金  1,781,432円 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 36,020 0 36,020 36,020 0  

４ 諸収入 １ 雑入 １ 雑入 0 46 46 46 0 預金利子 

計   22,449,052 △9,174,954 13,274,098 13,274,098 0  
 

２ 支出の部                                                  単位：円 

款 項 目 当初予算額 補正予算額 現予算額 決算額 残額 説   明 

１ 総務費 
１ 総務 

管理費 

１ 会議費 270,000 0 270,000 138,000 132,000 委員謝金 3,000円×46人＝138,000円 

２ 事務費 359,108 △108 359,000 303,336 55,664 

上質紙 2〆 5,280円 

コピー用紙 A4 3〆 1,936 円 

パウチフィルム 3 箱 6,457 円 

インクカートリッジ 3個 3,531円 

ﾄﾅｰ（ﾏｾﾞﾝﾀ、ﾌﾞﾗｯｸ、ｼｱﾝ、ｲｴﾛ）4個 150,260 円 

デマンド交通チラシ A3 1回目 1,600 部 64,680円 

長３封筒 1,000枚 4,752 円 

デマンド交通チラシ A3 2回目 1,600 部 64,680円 

振り込み手数料 880円×2 回＝1,760 円 

２ 事業費 １事業費 １ 事業費 18,370,892 △9,174,892 9,196,000 9,185,000 11,000 

鮫川村デマンド交通実証運行における協議会運営業務委託 

委託先：株式会社ケー・シー・エス 

※デマンド交通実証事業は村で実施のため減額 

３ 償還金 １償還金 １ 償還金 3,413,032 46 3,413,078 3,413,032 46 ※１の国県補助金 

４ 予備費 １予備費 １ 予備費 36,020 0 36,020 0 36,020  

計   22,449,052 △9,174,954 13,274,098 13,039,368 234,730  

 

※１ 

報告第２号 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

報告第３号 

令和５年度デマンド交通実証事業結果及び 

共創・Ｍass実証プロジェクト申請について 

１ デマンド交通の概要について 

（１）実証運行期間：令和５年１１月１４日～令和６年３月３１日 

（２）運 行 時 間：8時～16時 月～土  

（日、祝、12月 29日～1月 3日は運休） 

（３）運 行 地 域：村内全域及び塙町の一部（塙厚生病院と磐城塙駅） 

（４）運 賃：400円（19歳～69歳） 

           200円（6歳～18歳、70歳以上、障がい者） 

           1,500円（利用登録の住所が村外の人） 

 

２ 利用登録者数について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）利用登録者数 １５０人 うち、たんぽぽの家通所者（団体） ３７人 

（２）利用登録の状況 

    ・利用登録者の約半分（５６％）が７０歳以上 

    ・６歳～１８歳の利用登録は無い 

    ・令和６年２月の新規利用登録は７名、３月は６名 

 

 

  

85人（56％）
23人

（15％）

14人

（10％）

22人

（16％）

1人（1％）

3人（２％）

1人（１％）
利用登録者数（11/14から3/31まで）

70歳以上（200円） 19歳～69歳（400円） ６歳～18歳(200円）

村内の障がい者（200円） 19歳～69歳

村外の障がい者（800円）

６歳～18歳

村外の障がい者（400円）
未就学児・介護者（無料） 19歳～69歳

村外（1500円）



 

 

３ 運行状況及び乗車人数について 

（１）運行日数：１０８日 

（２）乗車人数：２４０人 １１月１４日～１１月３０日 ３６人 

              １２月 １日～１２月３１日 ６１人 

               １月 １日～ １月３１日 ８０人 

               ２月 １日～ ２月２９日 ３０人 

               ３月 １日～ ３月３１日 ３３人 

（３）１日あたりの乗車人数（５か月平均）：２．２４人 

（４）デマンド交通の運行状況 

   ・平均して１日の利用者は２～３人程であった。 

   ・運行日数１０８日のうち、３２日は利用者がいなかった。 

うち土曜日の運行は４回であり、利用が少ないことが目立つ。 

今後は、企画運行等も視野に入れ検討が必要。 

   ・２月、３月の利用者数が３０人台であり、利用者の最も多い１月と比較 

すると約５０人の減少となる。 

 

４ 利用者の傾向について 

（１）利用回数と主な利用場所 

    ・利用回数が多い人は最大で３０回（１人） 

    ・利用回数が多い頻度は２回（１８人） 

    ・主な出発地、目的地としては村内が多く、次いで塙厚生病院となって 

いる。 

    ・片道のみのデマンド交通利用者もいるが、多くは往復での利用である。 

 

 

  
赤坂西野/赤坂中野

赤坂東野/富田/西山

青生野

渡瀬

青生野/赤坂西野/渡瀬

赤坂中野/富田

青生野

渡瀬
西山

0

5

10

15

20

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回11回12回13回14回15回16回17回18回19回20回

利用者別利用回数実績（開始～3/31まで）

実利用者数47人



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）利用時間帯（１１/１４～３/３１） 

                    ・出発時間で利用頻度の高い時間 

                    は 8時台と 13時台である。 

                    ・11時台の利用は少ない 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ・到着時間で利用頻度の高い時間 

                    は 8時台、9時台であり、13時台 

も利用が多い。 

これは、塙厚生病院の診察時間 

に合わせるためだと考える。 

・一方、11時台、16時台の利用は、 

少ない。 
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議案第２号 

令和６年度鮫川村地域公共交通協議会事業計画書（案） 

  

日 程 事業内容 備 考 

令和６年４月 第１回地域公共交通協議会 

 事業計画並びに予算について 

 

    ７月 第２回地域公共交通協議会 

 デマンド交通実証事業の実施について 

 

   １１月 第３回地域公共交通協議会 

 デマンド交通実証事業の進捗状況について 

 

   １２月 第４回地域公共交通協議会 

次年度事業計画について  

 

令和７年２月 第５回地域公共交通協議会 

 デマンド交通実証事業の実施結果について 

次年度事業計画並びに予算について 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

令和６年度鮫川村地域公共交通協議会収支予算（案） 
 

収入総額  ６，２３２，５００円 
支出総額  ６，２３２，５００円 
差引残額          ０円 

 
 
１収入の部   
                                  単位：円 

款 項 目 予算額 説   明 

１ 分担金 

及び負担金 
１ 負担金 １ 負担金 2,768,000 村負担金     2,768,000円 

２ 国及び県 

補助金 

１ 国及び県 

補助金 

１ 国及び県 

補助金 
3,229,735 県補助金  R5   3,229,735円 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 234,730 前年度繰越金    234,730円 

４ 諸収入 １ 雑入 １ 雑入 35  

計   6,232,500  

 
 
２ 支出の部  
                                  単位：円 

 

款 項 目 予算額 説   明 

１ 総務費 １ 総務管理費 

１ 会議費 195,000 
委員謝金 

3,000円×13人×5回＝195,000円 

２ 事務費 188,765 

コピー用紙など消耗品 
デマンド交通周知パンフレット 
公共交通会議委員発出文書郵送料 
送金手数料 など 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 2,519,000 
デマンド交通実証運行支援等業務 

委託料  2,519,000 円 

３ 償還金 １ 償還金 １ 償還金 3,229,735 
村への償還金（国・県補助金分） 

       3,229,735円 

４ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 100,000  

計   6,232,500  



 

 

議案第３号 

 

 

様式第 1 号(第 4 条関係) 

 

令和６年４月２３日 

 鮫川村長  宗田 雅之 様 

 

所在地 鮫川村大字赤坂中野字新宿 39 番地 5      

                  団体名 鮫川村地域公共交通協議会      

代表者 会長  鈴木 大介         

                      （ 公 印 省 略 ） 

 

鮫川村地域公共交通協議会補助金等交付申請書 

 

 令和６年度において、下記のとおり  鮫川村地域公共交通協議会運営費 事業を実施した

いので、鮫川村補助金等の交付等に関する規則第 4 条第 1 項の規定により、補助金等を交付さ

れたく申請します。 

 

記 

1 補助事業等の名称 

  鮫川村地域公共交通協議会運営費負担金 

2 補助金交付申請額 

  2,768,000 円 

3 添付書類 

   ・令和６年度第１回鮫川村地域公共交通協議会（資料） 

 

 


